
聖
一
派
と
明
兆
筆
「
五
百
羅
漢
図
」
の
史
的
意
義

鄭
　

美

景

は
じ
め
に

至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
十
月
十
七
日
、
東
福
寺
住
持
振
岩
芝
玉
（
東
福
寺
五
三
世
）
は
東
福
寺
画
僧
吉
山
明
兆
（
一
三
五
二
〜

一
四
三
一
）
が
画
い
た
「
五
百
羅
漢
図
」
五
十（

１
）幅

（
以
下
、
五
百
羅
漢
図
と
称
す
る
）
の
慶
讃
仏
事
を
行
っ
た
。
当
時
の
南
禅
寺
住
持
で

あ
っ
た
聖
一
派
の
性
海
霊
見
（
南
禅
寺
四
〇
世
、一
三
一
五
〜
九
六
）
が
「
東
福
羅
漢
供
跋（

２
）」

を
書
き
、初
代
僧
録
春
屋
妙
葩
（
一
三
一
二

〜
八
八
）
か
ら
も
贈（

３
）詩

が
送
ら
れ
た
。
殊
に
性
海
の
跋
文
に
は
、
明
兆
が
東
福
五
百
羅
漢
図
を
画
く
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
寺
の
行
事
に
使
わ
れ
る
公
用
画
に
携
わ
っ
て
い
る
画
工
の
た
め
、
跋
文
に
敬
意
を
表
す
の
は
異
例
な
こ
と
で
あ（

４
）る

。

康
暦
の
政
変
と
は
、
室
町
幕
府
管
領
細
川
頼
之
（
一
三
二
九
〜
九
二
）
が
失
脚
し
た
政
変
で
あ
り
、
そ
の
後
幕
府
人
事
が
斯
波
派
に
塗

り
替
え
ら
れ
、
春
屋
が
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
歴
史
上
、
ま
た
は
禅
宗
史
上
の
転
換
点
で
あ（

５
）る

が
、
い
わ
ゆ
る
至
徳
三
年
は
相
国
寺
の
建

立
に
及
ん
で
春
屋
に
よ
る
五
山
位
次
が
大
改
制
さ
れ
る
年
で
あ
っ（

６
）た

。
こ
れ
に
よ
っ
て
東
福
寺
も
、
新
た
な
五
山
派
教
団
管
理
機
構
体
制

下
で
京
都
五
山
第
四
位
と
い
う
確
固
た
る
地
位
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ（

７
）た

。
当
時
の
東
福
寺
の
情
況
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と

に
し
、
こ
こ
で
は
概
括
的
に
ま
と
め
る
。
東
福
寺
は
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
第
一
回
の
大
火
に
よ
り
大
伽
藍
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
ま

た
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
建
武
新
政
、
足
利
幕
府
成
立
と
い
っ
た
激
動
期
を
迎
え
た
。
経
済
的
に
は
以
後
も
相
次
ぐ
火
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災
に
よ
る
再
建
の
遅（

８
）延

に
伴
な
う
困
難
や
、
存
立
的
に
は
政
権
の
変
化
に
よ
る
国
家
寺
院
、
あ
る
い
は
五
山
寺
院
と
し
て
の
位
置
の
不
安

定（
９
）さ

、
夢
窓
派
の
隆
盛
に
よ
る
牽
制
な
ど
の
問
題
を
長
い
歳
月
抱
え
て
い
た
。

聖
一
派
内
部
か
ら
単
発
的
で
な
く
持
続
的
で
組
織
的
な
復
興
運
動
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
た
の
は
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
十
月

十
七
日
の
当
時
、
東
福
寺
住
職
性
海
（
東
福
寺
四
三
世
）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
開
山
聖
一
国
師
円
爾
弁
円
（
一
二
〇
二
〜
八
〇
）
の
百
年

忌
か
ら
で
あ
っ
た

（
（1
（

。
至
徳
三
年
の
羅
漢
供
も
性
海
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
東
福
寺
に
お
け
る
羅
漢
信
仰
を
踏
ま
え
た
上
で
、
東
福
寺
復
興
運
動
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
聖
一
国
師
の
百
年

忌
、
次
に
至
徳
三
年
の
羅
漢
供
と
、
そ
の
羅
漢
供
で
使
わ
れ
た
明
兆
筆
五
百
羅
漢
図
の
も
つ
史
的
意
義
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
東
福
寺
に
お
け
る
五
百
羅
漢
信
仰

東
福
寺
の
創
建
は
、
か
つ
て
建
寺
度
僧
の
志
を
も
っ
て
い
た
九
条
道
家
（
一
一
九
三
〜
一
二
五
二
）
の
見
た
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）

四
月
二
日
夜
の
瑞
夢
が
契
機
に
な
っ
た
。
鉄
牛
円
心
編
『
聖
一
国
師
年
譜
』
の
「
嘉
禎
二
年
丙
申
」
条
に
は
、
そ
の
瑞
夢
の
記
事
に
次
い

で
、
道
家
に
よ
り
構
想
さ
れ
た
新
寺
仏
殿
内
部
の
諸
尊
像
が
記
さ
れ
て
い
る
。

殿
内
安
二
釈
迦
像
長
五
丈
一
。
其
左
右
観
音
弥
勒
像
、
各
減
二
其
半
一
。
四
天
王
像
、
復
減
二
其
半
一
。
釈
迦
眉
間
蔵
二
遮
那
像
一
。
其
長

五
寸
。
光
中
化
仏
、
五
百
躯
［
其
五
百
数
者
、
蓋
表
三
五
百
塵
点
成
道
、
五
百
慈
悲
大
願
、
且
復
教
―二

化
五
百
羅
漢
一
、
是
乃
開
近
顕

遠
妙
旨
也
］。
僧
亦
五
十
員
。
如
寺
産
稍
豊
、
則
当
レ
増
二
五
百
員
一
、
僧
衆
則
日
夜
孜
孜
、
当
下
学
二
顕
密
性
相
大
小
権
実
等
教
一
、
以

祈
二
国
家
安
寧
一
、
復
祝
中
君
臣
寿
福
上
。
寺
名
二
東
福
一
、
即
亜
二
洪
基
於
東
大
一
、
取
二
盛
業
於
興
福
一
、
丞
相
所
願
如
レ
此）

11
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の
ち
「
新
大
仏
」
と
親
し
く
呼
ば
れ

）
（1
（る

本
尊
釈
迦
像
は
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、
眉
間
に
は
大
き
さ
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
毘
盧
遮

那
仏
を
象
嵌
し
、
光
背
に
は
五
百
躯
の
化
仏
を
安
置
し
た
形
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
五
百
と
い
う
数
に
つ
い
て
「
五
百
塵
点
に
成
道
、
五
百

の
慈
悲
大
願
」
の
意
を
表
す
と
示
す
。
こ
こ
で
の
「
五
百
塵
点
に
成
道
」
と
は
、『
法
華
経
』「
寿
量
品
」
で
い
う
釈
迦
の
成
道
の
久
遠
を

た
と
え
る
「
五
百
塵
点
劫
」
を
指
す
。
つ
ま
り
、
釈
迦
の
成
道
の
久
遠
に
悟
り
を
開
き
仏
と
な
り
、
慈
悲
を
施
し
大
願
を
成
就
さ
せ
、

五
百
羅
漢
を
教
化
す
る
と
い
う
『
法
華
経
』「
寿
量
品
」
の
「
開
近
顕
遠
」
の
旨
を
、
仏
殿
に
具
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ

ら
に
寺
産
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
、
僧
員
数
を
五
十
か
ら
五
百
に
増
や
し
た
い
と
言
う
道
家
の
念
願
は
、
五
百
と
い
う
数
を
道
家
が
特
に

念
頭
に
お
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
東
福
寺
法
堂
の
中
に
約
五
〇
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
羅
漢
像
五
百
躯
が
あ
っ
た
記
録
が
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
の
「
沙
弥
行
恵

［
藤
原
道
家
］
家
領
処
分
状
案
」
の
東
福
寺
項
か
ら
窺
え
る
。

法
堂
一
宇
［
五
間
四
面
、
二
階
、
講
堂
是
也
／
瓦
葺
］

　

上
層
奉
安
置
八
尺
文
殊
師
利
像
一
躰

　
　

等
身
十
六
羅
漢
像
一
躰

　
　

一
尺
六
寸
大
阿
羅
漢
像
五
百
躰）

（1
（

す
な
わ
ち
、
法
堂
に
お
け
る
諸
尊
像
群
は
、
文
殊
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
等
身
大
の
十
六
羅
漢
像
と
五
百
羅
漢
像
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
諸
尊
像
群
は
『
文
殊
般
涅
槃
経
』
を
も
と
に
し
た
構
成
と
見
ら
れ
、
当
時
の
南
都
で
広
が
っ
た
叡
尊
や
忍
性
ら
の
文
殊
信
仰
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
推
量
で
き

（
（1
（る

。

以
上
の
道
家
に
よ
る
『
法
華
経
』
や
『
文
殊
般
涅
槃
経
』
と
拘
わ
り
の
あ
る
五
百
羅
漢
信
仰
の
ほ
か
、
聖
一
国
師
側
の
羅
漢
信
仰
の
面
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影
も
東
福
寺
に
遺
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
東
福
寺
に
お
い
て
羅
漢
供
の
行
事
は
聖
一
国
師
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
聖
一
国
師

は
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
十
月
十
七
日
示
寂
す
る
一
ヶ
月
前
、
東
福
寺
の
月
次
行
事
と
し
て
守
る
べ
き
十
二
項
目
を
「
公
家
関
東
大
檀

那
御
祈
祷
等
注
進
文
」
に
定
め
た
。

一
、�

毎
月
朔
望
両
度
皇
辰
、
就
二
大
仏
殿
一
諷
―二

誦
大
悲
呪
、
消
災
神
呪
一
回
向
、
所
集
殊
勲
、
祝
二
延
今
上
皇
帝
聖
寿
無
疆
一
云
々
次

就
二
法
堂
一
焼
香

一
、
毎
月
［
初
八
、十
八
、
廿
八
］
就
二
僧
堂
前
一
念
―二

誦
十
方
諸
仏
菩
薩
宝
号
一
回
向
同
前

一
、
毎
月
晦
望
両
度
布
薩
、
奉
レ
為
二
公
家
関
東
大
檀
那
御
家
門
一

一
、
毎
月
初
一
日
、
就
二
山
門
閣
上
一
羅
漢
供
、
回
向
曰
、
天
下
太
平
海
内
静
謐）

（1
（

第
一
に
今
上
皇
帝
の
聖
寿
無
疆
、
第
二
に
十
方
諸
仏
菩
薩
宝
号
の
念
誦
、
第
三
に
公
家
関
東
大
檀
那
御
家
門
の
た
め
の
布
薩
に
次
い
で
、

最
初
に
く
る
項
目
が
羅
漢
供
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
は
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
〜
五
三
）
が
帰
朝
後
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
元
旦
、
永
平
寺
に
お
い
て
羅
漢
供
養
の
大
法
会

を
修
行

）
（1
（し

て
、
ま
た
、
道
元
よ
り
先
立
つ
明
庵
栄
西
（
一
一
四
一
〜
一
二
一
五
）
は
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
成
立
の
『
興
禅
護
国
論
』

下
巻
に
禅
院
の
中
で
行
う
べ
き
行
事
を
十
六
項
目
に
わ
た
っ
て
書
い
て
お
い
た
。

又
禅
院
中
一
廻
行
事
有
二
十
六
一
。
一　

聖
節
道
場
。
謂
今
上
皇
帝
降
誕
日
、
以
前
三
十
日
間
、
毎
日
不
断
奉
レ
読
二
大
般
若
仁
王
法
華

最
勝
等
経
一
、
奉
レ
祈
二　

聖
寿
無
疆
一
。
二
念
誦
。
謂
毎
月
初
三
、十
三
、
廿
三
、
初
八
、十
八
、
廿
八
、六
箇
日
、
有
二
儀
式
一
、
念
二
十

仏
名
一
、
奉
レ
祝
二　

皇
風
遠
扇
帝
道
久
潤
仏
法
永
弘
利
生
広
大
、
兼
報
二
一
草
一
葉
施
主
恩
一
矣
。
三
土
地
神
事
。
謂
毎
月
初
二
、
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十
六
、
両
日
、
諸
神
法
施
、
随
レ
処
不
レ
同
。
四
報
恩
。
謂
毎
月
朔
日
奉
レ
為
二　

今
上
皇
帝
一
、
講
二
般
若
経
一
。
十
五
日
、
奉
レ
為
二

先
皇
一
、
講
二
大
涅
槃
経
一
。
有
二
祈
請
句
一
。
五
年
中
月
次
行
事
。
謂
正
月
羅
漢
会
。
二
月
舎
利
会
。
三
月
大
会
。
四
月
仏
生
会
、
並

結
夏
。
五
月
六
月
最
勝
会
。
七
月
八
月
九
月
般
若
会
。
十
月
受
戒
。
十
一
月
冬
節
。
十
二
月
仏
名
大
会
。
皆
可
レ
有
二
儀
式
一

今
上
皇
帝
の
聖
寿
無
疆
を
祈
る
聖
節
道
場
を
筆
頭
と
し
て
、
第
二
に
十
仏
名
の
念
誦
、
第
三
に
土
地
神
事
、
第
四
に
今
上
皇
帝
、
先
皇
の

た
め
の
般
若
経
や
大
涅
槃
経
を
講
ず
る
報
恩
、
そ
れ
か
ら
第
五
に
正
月
の
羅
漢
供
が
年
中
月
次
の
行
事
と
し
て
続
く
。

臨
済
宗
の
寺
院
で
は
、
か
つ
て
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
〜
一
二
七
八
）『
羅
漢
講
式
』
が
円
通
寺
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
天
龍
寺
、
相

国
寺
等
で
行
わ
れ
て
い

）
（1
（た

。
東
福
寺
の
場
合
、
羅
漢
公
式
の
写
本
が
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、「
天
下
太
平
海
内
静
謐
」
を
祈
願
す
る
宗

風
と
し
て
は
、
蘭
渓
『
羅
漢
講
式
』
よ
り
む
し
ろ
「
十
六
大
羅
漢
猶
如
護
国
」
と
い
う
道
元
『
羅
漢
供
養
式
文
』
に
近
い
と
言
え
る
。
た

だ
、
東
福
寺
で
羅
漢
供
が
正
月
で
な
く
毎
月
一
日
で
行
わ
れ
た
の
は
、
国
家
の
安
寧
を
願
う
国
家
寺
院
と
し
て
の
意
識
、
ま
た
は
聖
一
国

師
の
羅
漢
供
へ
の
特
別
な
意
識
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

実
際
に
聖
一
国
師
は
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
入
宋
し
仏
鑑
禅
師
無
準
師
範
（
一
一
七
七
〜
一
二
四
九
）
の
法
を
嗣
ぐ
前
、
明
庵
栄

西
（
一
一
四
一
〜
一
二
一
五
）
の
直
弟
上
野
世
良
田
長
楽
寺
の
栄
朝
や
、
鎌
倉
寿
福
寺
の
行
勇
に
師
事
し
て
禅
を
修
め
た
。
さ
ら
に
聖
一

国
師
は
東
大
寺
幹
事
職
に
勤
め
る
な
ど
の
軌
跡
が
日
本
臨
済
宗
の
祖
と
呼
ば
れ
る
栄
西
に
似
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
栄
西
か
ら
の
影
響
を
否

認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。『
吾
妻
鑑
』
で
窺
え
る
鎌
倉
寿
福
寺
に
お
け
る
十
六
羅
漢
に
関
す
る
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
七
月
と
建
保

四
年
（
一
二
一
六
）
四
月
の
記
事
は
ま
さ
に
そ
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
ず
、「
正
治
二
年
七
月
」
条
に

六
日　

庚
申　

尼
御
台
所
於
二
京
都
一
被
レ
図
二
十
六
羅
漢
像
一
、
佐
々
木
左
衛
門
尉
定
綱
調
―二

進
之
一
。
今
日
至
来
、
御
拝
見
之
後
、
令
レ
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奉
レ
送
二
葉
上
房
之
寺
一
給
云
々

十
五
日　

己
巳　

於
二
金
剛
寿
福
寺
一
、
新
図
十
六
羅
漢
像
被
レ
遂
二
開
眼
供
養
一
。
導
師
当
寺
長
老
葉
上
房
律
師
栄
西
也
。
尼
御
台
所

為
二
御
聴
聞
一
有
二
参
堂
一
云
々

ま
た
、「
建
保
四
年
四
月
」
条
に
も

八
日　

辛
卯　

将
軍
家
御
二
参
寿
福
寺
一
、
被
レ
備
三
供
具
於
二
十
六
羅
漢
影
像
一
云
々

と
、
京
都
で
画
か
せ
た
新
図
十
六
羅
漢
図
を
用
い
、
鎌
倉
寿
福
寺
で
栄
西
に
よ
り
開
眼
供
養
及
び
羅
漢
供
が
行
わ
れ
て
い
た
様
が
分
か
る
。

周
知
の
通
り
、
鎌
倉
寿
福
寺
は
北
条
政
子
が
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
に
栄
西
を
招
聘
し
開
か
れ
た
お
寺
で
あ
る
。『
扶
桑
五
山
記
』
に

は
同
寺
が
順
徳
帝
に
よ
っ
て
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
記
録
を
遺
し
て
お

）
（1
（り

、
開
基
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て

改
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
寿
福
寺
の
創
建
及
び
中
興
の
翌
年
に
施
さ
れ
た
開
眼
供
養
と
羅
漢
供
で
あ
り
、
上
棟
後
当
建
物

の
完
備
、
も
し
く
は
伽
藍
の
完
備
の
た
め
の
幹
縁
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

東
福
寺
に
お
い
て
も
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
九
月
に
当
時
住
職
無
徳
至
孝
（
東
福
寺
二
三
世
）
に
よ
り
勧
進
東
福
寺
十
六
羅
漢
幹
縁

が
行
わ
れ
て
い

）
（1
（る

。
時
は
東
福
寺
仏
殿
の
完
工
か
ら
一
年
が
経
っ
た
時
期
で
あ
る
。
当
時
仏
殿
本
尊
釈
迦
像
の
貼
金
や
、
眉
間
の
毫
光
は

ま
だ
揃
え
ず
、
八
年
後
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
夏
に
当
時
の
住
職
大
道
一
以
（
東
福
寺
二
八
世
）
の
衆
縁
に
よ
り
貼
金
や
玉
毫
が
入
れ

ら
れ
る
こ
と
が
で
き

）
12
（た

。
ち
な
み
に
大
道
は
明
兆
の
師
で
あ
り
、
当
十
六
羅
漢
幹
縁
に
も
参
加
し
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貞
和
四
年

東
福
寺
で
行
わ
れ
た
十
六
羅
漢
幹
縁
は
、
正
治
二
年
と
建
保
四
年
に
鎌
倉
寿
福
寺
で
施
さ
れ
た
羅
漢
供
養
と
相
通
ず
る
性
格
を
持
っ
て
い

た
と
い
え
る
。

聖一派と明兆筆「五百羅漢図」の史的意義 　6



ま
た
、
聖
一
国
師
の
逸
話
中
栴
檀
樹
の
将
来
に
関
す
る
言
い
伝
え
が
あ
る
。
聖
一
国
師
は
自
ら
南
宋
か
ら
将
来
し
た
栴
檀
樹
を
東
福
寺

に
移
植
し
た
後
、
の
ち
そ
の
幹
で
五
百
羅
漢
像
を
刻
む
よ
う
に
遺
嘱
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）

に
い
た
っ
て
、
聖
一
国
師
の
念
願
の
通
り
、
即
宗
門
派
の
熙
陽
龍
育
（
東
福
寺
二
六
五
世
）、
龍
河
玄
禎
（
東
福
寺
二
六
七
世
）
等
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
、
そ
の
経
緯
が
「
慧
日
山
東
福
禅
寺
転
法
輪
蔵
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
慧
日
山
東
福
禅
寺
転
法
輪
蔵
記
」
に
は
、
ま
ず
蔵
殿
の
復
興
へ
の
発
志
が
窺
え
る
。

国
師
之
曽
孫
剛
中
柔
禅
師
、
住
二
日
向
之
大
慈
一
。
嘗
選
二
十
僧
一
使
三
適
レ
元
求
二
大
蔵
一
、
閲
二
三
載
一
獲
二
二
部
一
而
返
。
永
和
三
年
丁

巳
帰
二
一
部
於
一
レ
此
。
造
レ
殿
以
安
焉
。
既
而
殿
廃
不
二
復
作
一
、
架
在
二
仏
殿
之
内
一
。
者
幾
二
百
年
云
、
初
剛
中
創
三
即
宗
院
于
二
此

山
一
、十
伝
而
至
二
桂
岩
芳
禅
師
一
。
嘗
忼
慨
以
為
伽
藍
如
レ
是
其
具
矣
。
而
蔵
殿
独
亡
、
缺
典
莫
レ
最
レ
焉
。
於
レ
是
発
二
興
造
一
孜
々
節

倹
抽
二
衣
盂
之

）
1（
（資

一

永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
日
向
大
慈
寺
の
開
山
玉
山
玄
提
の
法
嗣
剛
中
玄
柔
（
東
福
寺
五
四
世
）
が
元
か
ら
齎
し
た
大
蔵
経
二
部
の
一
部

は
日
向
大
慈
寺
に
、
も
う
一
部
は
東
福
寺
山
内
に
蔵
殿
を
造
り
安
置
し
た
。
そ
の
蔵
殿
が
廃
さ
れ）

11
（

、
即
宗
門
派
の
後
孫
桂
岩
龍
芳
（
東
福

寺
二
六
四
世
）
に
至
っ
て
未
だ
山
内
に
た
だ
蔵
殿
が
な
い
こ
と
を
慷
慨
し
、
転
法
輪
蔵
記
を
発
志
興
造
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の

内
容
の
後
ろ
に
聖
一
国
師
の
栴
檀
樹
の
話
が
続
く
。

一
式
二
刑
善
慧
大
士
之
法
一
前
安
二
大
士
一
、二
子
侍
レ
側
。
蓋
用
二
三
聖
寺
故
像
一
云
、
左
右
之
隅
置
二
剛
中
桂
岩
二
禅
師
之
像
一
奉
二
其

祀
一
焉
。
不
レ
忘
レ
所
レ
由
也
。
先
レ
是
山
有
二
栴
檀
樹
一
。
乃
国
師
自
二
海
西
一
所
二
移
栽
一
者
近
枯
矣
。
因
用
二
其
材
一
刻
二
五
百
応
真
小

像
一
、
分
安
二
左
右
一
。
可
レ
謂
至
矣
尽
矣
。
於
レ
是
乎
伽
藍
備
矣
。
典
刑
全
矣）

11
（
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輪
蔵
の
前
方
に
は
三
聖
寺
の
故
像
善
慧
大
師
と
脇
侍
二
子
、
左
右
の
隅
に
は
剛
中
玄
柔
像
と
桂
岩
龍
芳
像
が
祀
ら
れ
た
。
ま
た
、
聖
一
国

師
の
海
西
よ
り
移
栽
し
た
栴
檀
樹
は
近
ご
ろ
枯
れ
、
そ
の
材
で
五
百
羅
漢
の
小
像
を
刻
み
左
右
分
け
て
安
置
し
た
と
い
う
造
営
記
録
で
あ

る
。
ま
さ
に
聖
一
国
師
の
将
来
の
栴
檀
樹
に
拘
る
逸
話
が
寛
政
四
年
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
東
福
寺
に
お
け
る
羅
漢
信
仰
と
は
、
単
に
羅
漢
供
と
し
て
、
あ
る
い
は
流
行
り
の
五
百
羅
漢
信
仰
と
し
て
で
は

な
く
、
開
基
道
家
の
創
建
趣
旨
や
、
開
祖
聖
一
国
師
と
の
拘
わ
り
の
あ
る
信
仰
に
よ
る
東
福
寺
な
ら
で
は
の
宗
風
と
し
て
山
内
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
、
東
福
寺
開
山
忌
と
羅
漢
供

康
暦
の
政
変
が
起
き
た
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
は
、
歴
史
上
の
み
な
ら
ず
、
禅
宗
史
に
お
い
て
も
春
屋
が
丹
後
の
雲
門
寺
か
ら
京
都

に
戻
り
、
日
本
初
の
僧
録
と
し
て
五
山
派
の
教
団
管
理
機
構
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
転
換
期
で
あ
っ
た
。
聖
一
派
や
東
福
寺
に
お
い

て
も
康
暦
元
年
は
、
聖
一
国
師
の
百
年
忌
に
当
た
る
年
で
、
聖
一
国
師
の
百
年
忌
斎
を
起
点
と
し
て
聖
一
派
内
の
結
束
を
固
め
、
伽
藍
の

整
備
や
五
山
の
地
位
の
安
定
さ
を
図
っ
て
い
く
転
換
期
に
当
る
。

康
暦
元
年
、
性
海
の
「
東
福
開
山
聖
一
国
師
忌
斎
幹
縁
疏
」
に
は
、
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
聖
一
派
の
結
束
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
志

が
窺
え
る
。

伏
以
、
万
年
正
続
之
法
道
、
本
朝
最
為
レ
盛
矣
。
慧
日
蓋
其
権
輿
也
。
国
師
、
弘
安
庚
辰
入
二
定
呼
常
楽
一
也
。
子
孫
相
承
不
レ
怠
、

追
―二

崇
於
歳
時
一
、
至
二
于
今
永
和
己
未
一
已
得
二
百
年
一
矣
。
実
可
レ
謂
二
千
載
之
一
遇
一
也
。
然
則
茲
孟
冬
之
忌
斎
、
不
レ
可
下
与
二
常
年
一

同
上
、
普
二
告
夏
夷
遠
近
之
法
属
一
、
各
詣
二
卒
堵
下
一
、
自
致
二
厳
修
一
、
以
上
酬
二
慈
蔭
一
者
也

（
（2
（
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万
年
山
正
続
院
の
無
準
の
法
道
は
日
本
で
盛
ん
に
な
り
、
慧
日
山
東
福
寺
は
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
聖
一
国
師

が
常
楽
庵
で
寂
し
て
か
ら
今
年
永
和
五
年
（
一
三
七
九
、三
月
二
十
二
日
康
暦
に
改
元
）
に
百
年
と
な
っ
た
。
実
に
千
載
一
遇
の
こ
と
な

の
で
、
今
回
の
十
月
の
忌
斎
は
例
年
の
通
り
に
は
出
来
ず
、
満
天
下
の
法
属
に
知
ら
せ
、
み
な
常
楽
庵
に
詣
で
百
年
忌
斎
を
厳
修
す
る
の

が
、
聖
一
国
師
の
慈
蔭
に
報
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
一
国
師
の
百
年
忌
を
媒
介
と
し
て
全
国
各
地
の
聖
一
派

を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
そ
の
翌
年
康
暦
二
年（
一
三
八
〇
）聖
一
派
下
の
十
刹
甲
刹
五
十
二
ヶ
寺
を
定
め
た
こ
と
に
な
る）

11
（

。
聖
一
国
師
が
寂
す
る
四
ヶ

月
前
弘
安
三
年
六
月
に
、
東
福
寺
・
承
天
寺
・
崇
福
寺
・
水
上
万
寿
寺
の
規
範
八
ヶ

）
11
（条

と
、
普
門
院
・
常
楽
庵
の
条
々
規

）
11
（式

を
定
め
て
か

ら
百
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
東
福
寺
下
四
ヶ
寺
、
す
な
わ
ち
博
多
、
筑
前
、
肥
前
の
九
州
の
地
方
勢
力
か
ら
、
百
年

の
間
広
が
っ
て
い
た
三
十
五
ヶ
国
の
地
方
勢
力
の
本
末
関
係
を
再
整
備
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
、
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
十
月
十
七
日
、
つ
ま
り
開
山
忌
斎
に
当
時
の
住
持
振
岩
は
明
兆
が
画
い

た
五
百
羅
漢
図
五
十
幅
の
慶
讃
仏
事
を
行
い
、そ
こ
で
性
海
は
「
東
福
羅
漢
供
跋
」
を
作
っ
た
。
性
海
の
「
東
福
羅
漢
供
跋
」
を
見
る
と
、

ま
ず
東
福
寺
の
画
僧
明
兆
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
。

恵
峯
兆
上
人
者
、
日
本
開
国
最
初
淡
州
人
事
也
。
天
賦
真
卒
、
頗
少
二
人
情
一
、
愛
レ
画
入
二
骨
髄
一
、
丹
青
得
二
其
妙
一
也
。
曽
図
二
五

百
阿
羅
漢
一
、
鎮
三
之
於
二
山
門
一
。
下
筆
之
日
、
小
使
童
子
、
於
二
法
性
之
路
傍
一
拾
―二

得
祭
羅
漢
文
一
、
献
二
之
兆
一
也
。
以
為
二
吉
兆
一
、

深
秘
在
二
篋
中
一
、
羅
漢
功
成
而
慶
讃
日
、
出
レ
之
示
二
退
耕
老
禅
一
、
老
禅
不
レ
勝
二
随
喜
一

次
い
で
七
言
絶
句
が
続
く
。
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五
百
遠
塵
離
垢
者
、
一
毛
端
上
現
二
神
通
一
、
上
人
已
熟
天
台
路
、
不
レ
覚
兼
身
在
二
此

）
11
（中

一

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
の
は
、
第
三
句
と
第
四
句
で
あ
る
。
上
人
は
す
で
に
天
台
路
に
精
通
し
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
画
中
の
天
台
路
に
い

る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

当
羅
漢
供
に
参
加
し
て
い
た
春
屋
の
偈
に
も

転
身
路
在
二
筆
鋒
一
通
、
定
起
天
台
方
広
鐘
、
供
得
清
茶
花
一
盞
、
半
千
尊
者
飽
二
春
風）

11
（

一

と
、
五
百
羅
漢
図
を
拝
見
し
、
ま
る
で
身
を
天
台
路
に
移
っ
た
よ
う
な
様
を
描
写
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
東
福
寺
誌
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
兆
殿
司
の
「
羅
漢
図
記
」
に
は

図
中
有
二
渺
僧
一
請
二
羅
漢
一
者
是
絵
二
国
師
聖
一
一
也
。
渡
二
石
橋
一
指
二
彼
方
一
者
是
絵
二
自
身
一
也）

12
（

と
、
五
百
羅
漢
図
五
十
幅
中
「
天
台
石
橋
図

）
1（
（

」
の
場
面
で
、
あ
の
遠
く
で
羅
漢
を
請
う
て
い
る
僧
は
聖
一
国
師
で
あ
り
、
そ
っ
ち
を
指
し

な
が
ら
橋
を
渡
っ
て
い
る
僧
は
明
兆
自
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
実
際
、
聖
一
国
師
は
中
国
滞
在
中
に
、
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
に
入

宋
し
た
俊
乗
房
重
源
（
一
一
二
一
〜
一
二
〇
六
）
と
と
も
に
石
橋
を
渡
っ
た
。

明
兆
筆
五
百
羅
漢
図
は
、
京
都
大
徳
寺
や
鎌
倉
円
覚
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
五
百
羅
漢
図
と
同
様
に
、
中
国
天
台
宗
の
発
祥
の
地
と
し
て
知

ら
れ
る
天
台
山
方
広
寺
に
五
百
羅
漢
が
示
現
す
る
と
い
う
羅
漢
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
画
幅
の
な
か
天
台
石
橋
図
は
、
石

梁
の
下
を
跳
ね
る
瀑
布
で
知
ら
れ
る
実
景
に
も
と
づ
い
た
製
作
で
あ
り
、
現
状
感
が
あ
ふ
れ
る
。
開
山
忌
に
当
た
っ
て
天
台
石
橋
の
実
景

聖一派と明兆筆「五百羅漢図」の史的意義 　10



図
の
中
に
聖
一
国
師
が
示
現
す
る
と
い
う
設
定
は
、
明
兆
を
聖
一
派
の
画
僧
と
し
て
刻
印
さ
せ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
長
期
間
経
済
的
に
も

存
立
的
に
も
不
安
定
だ
っ
た
東
福
寺
を
見
守
っ
て
き
た
聖
一
派
構
成
員
に
は
聖
一
国
師
へ
の
主
盟
心
を
呼
び
起
こ
す
の
に
充
分
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

五
百
羅
漢
図
を
慶
讃
す
る
三
年
前
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
に
自
画
像
と
し
て
描
か
れ
た
明
兆
筆
「
明
兆
自
画
像
」（
住
吉
広
行
模�

東
福
寺
蔵
）
に
、
性
海
が
残
し
た
賛
文
に
よ
り
、
五
百
羅
漢
図
の
制
作
に
東
福
寺
の
長
老
性
海
が
拘
っ
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

有
時
拈
二
起
一
毛
頭
一
、
現
二
出
五
百
大
比
丘
一
、
緬
思
、
昔
時
老
禅
月
。
与
二
此
吉
山
一
一
風
流
、
移
二
第
一
会
天
台
山
一
、
見
者
聞
者

可
二
以
嗟
嘆
一
。
退
耕
隠
者
性
海
叟
、
摩
―二

挲
老
眼
一
、
子
細
看
也
。
奇
特
不
思
議
、
天
上
人
間
、
希
有
瑞
。（
中
略
）
吉
山
兆
上
人
図
二

東
福
五
百
羅
漢
一
不
レ
得
レ
回
レ
郷
、
自
写
二
吾
形
一
奉
レ
呈
二
北
堂
一
、
仍
詰
二
其
証）

11
（

一

明
兆
を
羅
漢
図
で
名
高
か
っ
た
禅
月
大
師
貫
休
と
対
応
さ
せ
、
明
兆
の
画
い
た
天
台
路
の
五
百
羅
漢
の
有
様
も
ま
る
で
現
前
に
見
て
い
る

よ
う
で
あ
る
と
褒
め
称
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
文
章
に
よ
っ
て
「
明
兆
自
画
像
」
は
東
福
の
五
百
羅
漢
図
が
制
作
途
中
、
郷
に
帰

れ
な
い
明
兆
が
母
に
送
る
た
め
に
描
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
明
兆
は
少
な
く
と
も
三
年
以
上
五
百
羅
漢
図
の
制
作

に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
性
海
も
知
っ
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
、
の
ち
開
山
忌
に
羅
漢
供
を
計
画
す
る
程
管
轄
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。

康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
に
東
福
十
刹
甲
刹
五
十
二
ヶ
寺
と
い
う
一
種
の
本
末
関
係
を
再
編
し
、
聖
一
派
内
の
結
束
力
と
組
織
力
を
高

め
た
東
福
寺
が
、
次
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
面
問
題
は
、
伽
藍
の
復
興
や
、
さ
ら
に
夢
窓
派
の
中
心
の
室
町
幕
府
の
五
山
派
教

団
機
構
に
お
い
て
政
治
的
力
量
を
育
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

当
時
東
福
寺
は
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
二
月
七
日
第
一
回
目
の
火
災
以
降
、
法
堂
は
ま
だ
再
建
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
南
都
六
宗
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と
平
安
二
宗
に
禅
宗
を
加
え
た
九
宗
兼
学
の
道
場
を
目
指
し
た
創
建
当
初
と
は
異
な
り
、
禅
宗
が
興
隆
を
極
め
た
室
町
時
代
の
五
山
巨
刹

の
東
福
寺
に
お
い
て
、
法
堂
の
持
つ
意
味
合
い
も
変
わ
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
も
そ
も
法
堂
は
、
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
住
職
が
須

弥
壇
上
に
昇
っ
て
上
堂
説
法
を
行
う
、
最
も
大
切
な
建
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
東
福
寺
に
お
い
て
法
堂
の
再
建
が
急
務
で
あ
っ

た
と
推
測
す
る
の
は
難
し
く
な
い
。
実
際
、
振
岩
が
住
山
し
て
い
た
至
徳
三
年
四
月
に
は
九
州
か
ら
法
堂
幹
縁
琇
公
都
寺
が
帰
洛
し
て

お
）
11
（り

、
同
年
十
月
の
羅
漢
供
形
式
で
行
わ
れ
た
開
山
忌
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

僧
録
春
屋
に
よ
っ
て
新
た
に
五
山
位
次
が
大
改
制
さ
れ
た
至
徳
三
年
七
月
十
日
、
東
福
寺
は
五
山
第
四
位
に
昇
り
、
そ
の
翌
年
東
福
長

老
性
海
は
「
五
山
之
上
」
に
陞
位
し
た
南
禅
寺
に
龍
湫
周
沢
（
南
禅
寺
三
一
世
）、
太
清
宗
渭
（
南
禅
寺
四
三
世
）
に
次
い
で
住
山
し
三

住
し

）
11
（た

。
つ
ま
り
、
鎌
倉
幕
府
滅
後
、
夢
窓
派
の
牽
制
に
よ
り
国
家
寺
院
と
し
て
の
位
置
が
不
安
定
だ
っ
た
東
福
寺
が
、
五
山
と
し
て
の

確
固
た
る
地
位
や
政
治
的
力
量
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

要
す
る
に
、
至
徳
三
年
の
羅
漢
供
は
、
法
堂
再
建
の
た
め
の
幹
縁
が
始
ま
り
、
東
福
寺
が
五
山
第
四
位
に
陞
位
し
た
同
年
に
、
聖
一
国

師
が
五
百
羅
漢
の
一
員
と
し
て
現
前
に
示
現
す
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
的
な
開
山
忌
で
あ
っ
て
、
東
福
寺
復
興
運
動
の
一
環
で
も
あ
っ
た
と

言
え
る
。
そ
の
開
山
忌
に
用
い
ら
れ
た
明
兆
筆
五
百
羅
漢
図
は
、
ま
さ
に
聖
一
国
師
へ
の
主
盟
心
を
呼
び
起
こ
し
聖
一
派
内
の
結
束
を
高

め
る
の
に
公
用
画
で
あ
り
、
ま
た
、「
新
大
仏
」
と
と
も
に
名
高
か
っ
た
名
声
は
、
こ
の
絵
が
本
来
の
役
割
を
全
う
し
た
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
。

結
論

以
上
、
明
兆
筆
五
百
羅
漢
図
は
、
性
海
が
中
心
に
な
っ
て
聖
一
派
の
結
束
を
図
り
東
福
寺
の
復
興
運
動
に
拍
車
を
か
け
て
い
く
時
期
に

画
か
れ
、
五
山
と
し
て
の
確
固
た
る
地
位
が
保
障
さ
れ
た
至
徳
三
年
に
慶
讃
が
行
わ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
東
福
寺
と
し
て
は
伽

聖一派と明兆筆「五百羅漢図」の史的意義 　12



藍
の
再
建
が
何
よ
り
も
急
が
れ
る
時
に
、
性
海
の
支
援
下
で
大
作
五
百
羅
漢
図
は
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
東
福
寺
に
お
け
る
五
百
羅
漢
信
仰
が
開
基
道
家
と
開
山
聖
一
国
師
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
至
徳
三
年
の

羅
漢
供
は
、
東
福
寺
の
復
興
運
動
と
い
う
時
代
的
情
況
の
下
で
、
開
山
忌
に
併
せ
聖
一
国
師
を
五
百
羅
漢
の
一
員
と
し
て
現
前
に
示
現
さ

せ
る
と
い
う
企
画
の
下
で
行
わ
れ
た
と
推
論
し
た
。
つ
ま
り
、
聖
一
国
師
へ
の
主
盟
心
を
も
と
に
派
内
部
の
結
束
を
高
め
、
東
福
寺
の
復

興
運
動
を
促
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ち
な
み
に
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
修
士
論
文
「
東
福
寺
と
吉
山
明
兆
」
を
拡
充
し
て
論
文
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
康
暦
の
政
変
と
い

う
歴
史
上
の
転
換
点
か
ら
性
海
と
明
兆
に
焦
点
を
当
て
、
五
百
羅
漢
図
の
史
的
意
義
を
探
っ
た
。
康
暦
の
政
変
が
歴
史
上
及
び
禅
宗
史
上

に
お
い
て
重
要
な
転
換
点
に
な
っ
た
の
は
、
将
軍
義
満
と
初
代
僧
録
春
屋
と
い
う
二
人
の
役
割
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
東
福
寺
に
お
い
て
も
康
暦
の
政
変
が
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
、
聖
一
派
内
部
に
は
義
満
と
春
屋
と
の
信
任
が
厚
か
っ

た
長
老
性
海
と
、
画
僧
明
兆
が
存
在
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
の
ち
東
福
寺
の
復
興
運
動
は
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
、
明
兆
系
の
仏
画

は
禅
宗
寺
院
仏
画
の
規
範
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

注（
1
）�

明
兆
筆
「
五
百
羅
漢
図
」
五
十
幅
（
重
文�

絹
本
着
色
）

は
現
在
四
十
七
幅
が
遺
っ
て
お
り
、
四
十
五
幅
は
京
都
東

福
寺
に
、
二
幅
は
東
京
根
津
美
術
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）�「
東
福
羅
漢
供
跋
」（
東
福
寺
霊
源
院
蔵
）。『
性
海
霊
見
遺

稿
』（
上
村
観
光
『
五
山
文
学
全
集
』
第
二
巻
、
思
文
閣
、

一
九
三
七
年
、
一
二
四
三
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）�

春
屋
妙
葩
「
供
五
百
羅
漢
」『
再
板
普
明
国
師
語
録
』
下
、

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）。

（
4
）�

類
似
し
た
一
例
と
し
て
、建
長
寺
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

当
時
建
長
寺
住
職
だ
っ
た
中
岩
円
月
（
住
山
一
三
六
七
年

十
月
三
日
〜
一
三
六
七
年
春
、
建
長
四
一
世
）
の
「
画

五
百
羅
漢
疏
并
序
」（『
東
海
一
漚
集
』）
に
は
「
山
中
頼

有
二
別
宗
令
公
一
。（
中
略
）
膠
青
所
レ
糜
非
二
一
力
之
能
一
。

於
レ
是
栢
庵
意
公
、
及
諸
勤
旧
同
レ
心
協
レ
力
賛
助
」
と
、

画
工
別
宗
□
令
と
助
力
者
建
長
天
源
庵
主
栢
庵
宗
意
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
建
長
寺
は
跋
文
の
通
り
、
伽
藍
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と
各
殿
閣
の
荘
厳
が
終
わ
っ
て
い
て
（『
日
工
集
』
貞
治

六
年
二
月
二
十
七
日
条
）、
た
だ
五
百
羅
漢
図
が
揃
っ
て

い
な
い
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
東
福
寺
の
場
合

は
、
伽
藍
の
再
建
が
急
が
れ
る
時
期
に
五
百
羅
漢
図
と
い

う
大
作
を
東
福
長
老
性
海
の
助
力
下
で
作
っ
て
お
り
、
単

に
五
百
羅
漢
図
を
具
備
す
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
説
明

で
き
な
い
。

（
5
）�

竹
貫
元
勝
「
春
屋
妙
葩
と
定
山
祖
禅
」（『
新
日
本
禅
宗
史
』

禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
二
〜
三
頁
）。

（
6
）�「
大
日
本
国
禅
院
諸
山
座
位
条
々
」『
扶
桑
五
山
記
』、
ま

た
は
『
円
覚
寺
文
書
』
二
九
四
号
。
至
徳
三
年
七
月
十
日

に
南
禅
寺
を
「
五
山
之
上
」
と
し
て
禅
林
の
最
高
位
と
す

る
代
わ
り
に
相
国
寺
を
「
五
山
」
に
入
れ
、
さ
ら
に
五
山

を
京
都
五
山
と
鎌
倉
五
山
と
分
割
す
る
五
山
制
度
の
大
改

革
を
断
行
し
た
。
そ
の
以
後
京
都
五
山
と
鎌
倉
五
山
と
の

位
次
は
殆
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
る
。

（
7
）�

至
徳
三
年
以
前
の
東
福
寺
は
最
初
建
武
元
年（
一
三
三
四
）

後
醍
醐
天
皇
に
よ
り
五
山
第
三
位
に
列
さ
れ
て
以
来
、
直

ち
に
翌
年
か
ら
第
五
位
に
落
と
さ
れ
る
な
ど
、
五
山
か
ら

除
か
れ
る
不
安
に
怯
え
て
い
た
様
子
が
「
建
武
二
年
乙
亥

五
月
」『
海
蔵
和
尚
紀
年
録
』
と
「
秀
峰
説
」『
旱
霖
集
』

な
ど
か
ら
窺
え
る
。

（
8
）�

ま
ず
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
二
月
十
日
仏
殿
が
上
棟
さ

れ
る（『
武
家
年
代
記
』）が
、再
び
建
武
元
年（
一
三
三
四
）

正
月
四
日
仏
殿
が
火
か
れ
（『
海
蔵
紀
年
録
』）、
さ
ら
に

建
武
三
年
八
月
二
十
四
日
に
は
仮
仏
殿
ま
で
全
焼
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
六
月
二
日

仏
殿
が
上
棟
さ
れ
（「
梁
銘
」『
東
福
寺
誌
』
大
本
山
東
福

禅
寺
、
一
九
三
〇
年
、
三
五
〇
〜
一
頁
）、
や
が
て
正
長

元
年
（
一
四
二
八
）
四
月
五
日
に
い
た
っ
て
法
堂
が
上
棟

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（「
梁
銘
」『
東
福
寺
誌
』、

五
六
六
頁
）。

（
9
）�

東
福
寺
の
住
持
職
は
十
方
住
持
制
を
と
ら
ず
、
当
初
か
ら

聖
一
国
師
に
よ
り
聖
一
門
徒
の
み
が
独
占
す
る
度
弟
院
と

定
め
ら
れ
た
（『
東
福
寺
文
書
』
二
二
号
）。
後
醍
醐
天
皇

に
よ
る
五
山
官
寺
の
制
定
当
初
か
ら
東
福
寺
が
五
山
寺
院

と
し
て
存
立
的
な
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
は
、
東
福
寺
が

度
弟
院
制
度
と
い
う
官
寺
と
し
て
の
欠
格
事
由
を
持
っ
て

い
た
た
め
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
相
国
寺
の
場
合
は
春
屋

の
寂
後
、
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
絶
海
中
津
（
相
国
寺

六
世
）
の
三
住
に
際
し
、
義
満
に
よ
り
夢
窓
派
の
度
弟
院

と
な
る
。

（
10
）�

聖
一
国
師
の
示
寂
に
つ
い
て
は
、
鉄
牛
円
心
編
『
聖
一
国

師
年
譜
』
に
「
弘
安
三
年
十
月
十
七
日
、
東
福
老
珍
重
、

授
レ
筆
。
而
化
」
と
あ
る
。
性
海
霊
見
に
よ
る
「
東
福
開

山
聖
一
国
師
忌
斎
幹
縁
疏
」
は
現
在
東
福
寺
退
耕
庵
に
蔵

聖一派と明兆筆「五百羅漢図」の史的意義 　14



さ
れ
て
お
り
、そ
の
文
章
は『
性
海
霊
見
遺
稿
』（
前
掲『
五

山
文
学
全
集
』
第
二
巻
、
一
二
三
九
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

（
11
）�「
嘉
禎
二
年
丙
申
」
前
掲
『
聖
一
国
師
年
譜
』。

（
12
）�『
東
福
紀
年
録
』の「
建
長
七
年
乙
卯
六
月
二
日
」条
に「
藤

丞
相
実
経
慶
二
東
福
寺
一
。
本
朝
昔
既
有
二
舎
那
弥
陀
弥
勒

三
大
像
一
、
而
今
復
安
二
釈
迦
大
像
一
。
是
故
俗
指
東
福
寺

謂
二
新
大
仏
一
」
と
あ
る
。

（
13
）�『
東
福
寺
文
書
』
九
号
。

（
14
）�

鄭
美
景
「
中
世
の
禅
宗
寺
院
蔵
文
殊
図
の
研
究
―
東
福
寺

の
文
殊
信
仰
に
関
す
る
試
論
」（『
花
園
大
学
大
学
院
仏
教

学
研
究
』
三
、
花
園
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
、

二
〇
一
八
年
、
一
九
〜
二
〇
頁
）。

（
15
）�

応
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九
月
十
五
日
成
「
公
家
関
東
大

檀
那
御
祈
祷
等
注
進
文
」（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、
一
三
九

〜
四
一
頁
）

（
16
）�『
十
六
羅
漢
現
瑞
記
』（
大
久
保
道
舟
編
『
道
元
禅
師
全
集
』

下
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
ま
た
は
、
道
元
桐

野
好
覚
「
道
元
禅
師
撰
『
羅
漢
供
養
公
式
文
』
に
お
け
る

舎
利
供
養
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
八
⑴
、

一
九
九
九
年
）。

（
17
）�

ミ
ヒ
ャ
エ
ラ
・
ム
ロ
ス
「
蘭
渓
道
隆
『
羅
漢
講
式
』
に
つ

い
て
：
―
そ
の
成
立
と
伝
播
を
中
心
に
―
」（『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
六
〇
⑵
、
二
〇
一
二
年
、
六
八
二
〜
三
頁
）。

（
18
）�「
相
陽
亀
谷
山
金
剛
寿
福
禅
寺
」『
扶
桑
五
山
記
』（
小
林

承
鐡
編
『
合
本�

支
桑
禅
刹
―
支
桑
禅
刹
・
倭
漢
禅
刹
・

扶
桑
五
山
記
』
春
秋
社
、
二
〇
一
四
年
、
三
八
九
頁
）。

（
19
）�

貞
和
四
年
の
「
勧
進
東
福
寺
十
六
羅
漢
幹
縁
」（『
東
福
寺

誌
』
大
本
山
東
福
禅
寺
、一
九
三
〇
年
、三
五
八
〜
九
頁
）。

現
京
都
建
仁
寺
蔵
の
良
全
筆
「
十
六
羅
漢
図
」
は
各
幅
に

「
東
福
寺
常
住
」
と
款
記
が
あ
り
、
当
時
羅
漢
供
の
た
め

の
東
福
寺
僧
衆
の
勧
進
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
羅
漢
図
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
20
）�「
前
住
南
禅
大
道
以
禅
師
伝
」『
大
道
和
尚
語
録
』
下
。

（
21
）�「
慧
日
山
東
福
禅
寺
転
法
輪
蔵
記
」（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、

一
〇
五
八
頁
）。

（
22
）�

無
着
道
忠
真
筆
写
本
「
万
里
砂
」（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、

七
八
八
頁
）
に
は
「
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
七
月
十
二

日
夜
、
大
地
震
、
堂
舎
破
敗
云
々
」
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
時
期
に
蔵
殿
が
倒
壊
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）�「
慧
日
山
東
福
禅
寺
転
法
輪
蔵
記
」（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、

一
〇
五
九
頁
）。

（
24
）�

前
掲
「
東
福
開
山
聖
一
国
師
忌
斎
幹
縁
疏
」。

（
25
）�
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、
四
六
六
〜
八
頁
。
そ
の
ほ
か
に
、

康
暦
二
年
正
月
二
十
六
日
に
は
普
門
寺
が
十
刹
に
昇
り

（『
東
福
寺
文
書
』
第
六
八
号
）、
同
年
八
月
に
は
東
福
寺
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や
常
楽
庵
に
入
り
や
す
く
「
通
天
橋
」
を
建
て
た
（
前
掲

『
東
福
寺
誌
』、
四
六
二
〜
五
頁
）。
こ
れ
ら
の
一
連
の
事

業
は
当
時
の
僧
録
春
屋
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

（「
康
暦
元
年
己
未
」『
普
明
国
師
行
業
実
録
』）。
春
屋
と

聖
一
派
と
の
関
連
性
や
、
東
福
寺
の
時
代
的
背
景
に
つ
い

て
は
、
今
後
「
東
福
寺
に
お
け
る
転
換
期
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
掲
載
準
備
中
で
あ
る
の
で
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

（
26
）『
東
福
寺
文
書
』
二
二
号
。

（
27
）『
東
福
寺
文
書
』
一
八
号
。

（
28
）
前
掲
「
東
福
羅
漢
供
跋
」。

（
29
）�「
供
五
百
羅
漢
［
兆
公
殿
司
画
成
時
有
二
此
偈
一
］」『
再
板

普
明
国
師
語
録
』
下
。

（
30
）�

兆
殿
司
の
「
羅
漢
図
記
」（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、
四
八
八

頁
）。

（
31
）�

明
兆
筆
「
五
百
羅
漢
図
」
五
十
幅
中
「
天
台
石
橋
図
」
は
、

『
日
本
美
術
全
集
』
第
一
二
巻
（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
、

一
二
八
頁
）
の
単
色
図
版
六
九
と
、『
国
宝
・
重
要
文
化

財
大
全
』
一
絵
画
（
上
巻
）（
毎
日
新
聞
社
、
三
四
七
頁
）

の
図
版
五
九
四
で
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
大
徳
寺
伝

来
の
「
五
百
羅
漢
図
」
百
幅
中
「
天
台
石
橋
図
」
は
、
現

在
米
国
・
フ
リ
ー
ア
美
術
館
に
あ
り
、『
大
徳
寺
伝
来

五
百
羅
漢
図
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
四
年
、一
〇
三
頁
）

の
図
F2
や
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
特
別
展�

聖
地
寧
波
』

（
大
伸
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
五
頁
）
の
参
考
図
版
二

で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
32
）�

原
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
制
作
の
明
兆
筆
「
明
兆
自
画

像
」（
住
吉
広
行
模�

性
海
霊
見
賛�

東
福
寺
蔵
）。
そ
の
賛

文
は
「
吉
山
肖
像
之
賛
」
と
前
掲
『
五
山
文
学
全
集
』
第

二
巻
（
一
二
四
八
〜
一
二
四
九
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

但
し
、『
五
山
文
学
全
集
』
第
二
巻
で
は
「
第
二
会
」
と

な
っ
て
い
る
が
、「
明
兆
自
画
像
」
で
は
「
第
一
会
」
に

な
っ
て
い
る
。

（
33
）�「
至
徳
三
年
丙
寅
四
月
」『
振
岩
芝
玉
和
尚
語
録
』
に
は
「
謝
下

法
堂
幹
縁
琇
都
寺
、
自
二
九
州
一
至
上
」
と
い
う
記
録
が
あ

る
（
前
掲
『
東
福
寺
誌
』、
四
八
一
頁
）。

（
34
）�

康
暦
元
年
四
月
、
春
屋
が
京
都
に
戻
っ
て
京
都
五
山
を
中

心
と
す
る
五
山
派
の
教
団
管
理
機
構
を
再
整
備
す
る
時
期

に
当
た
り
、
性
海
は
南
禅
寺
、
天
龍
寺
、
建
仁
寺
の
京
都

五
山
の
住
持
職
に
歴
任
さ
れ
た
極
少
数
の
春
屋
に
信
任
さ

れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
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